
主たる営業所等の届出について

３ 届出内容及び届出先

改正法公布
（平成30年４月25日）

改正法一部施行
（平成30年10月24日）

２ 届出の提出時期

１ 概要

令和２年３月３１日までに届出が必要

４ 許可証（全面施行後。２県以上から許可証の交付を受けている古物商等のみ。）

改正法全面施行

（令和２年４月１日）

※ 古物商等とは、古物商及び古物市場主をいう。

改正法の施行前に、主たる営業所等を公安委員会に届け出た古物商等で、改正
法の施行の際に許可を受けている古物商等は、改正後の古物営業法の許可を受
けているものとみなされる（改正法附則第２条第１項及び第３項（別紙１参照））。

○ 改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、主たる営業
所等の届出を行う必要がある。（届出を行わない場合には、改正後に改めて許可
を申請・取得することとなる。）
※ 営業所・古物市場が１つしかない場合又は１つの県内にしか営業所・古物市場がない場合

にも主たる営業所等の届出が必要となる。

○ 改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、その届出内容に変更
があった場合には、再度、主たる営業所等の届出を行うとともに、必要に応じて法
第７条の規定に基づく変更の届出を行う必要がある。（再度の届出を行わない場
合には、改正後に改めて許可を申請・取得することとなる。）

届出は、改正法の全面施行日（令和２年４月１日）の前日、令和２年３月３１日まで
の間に行う必要がある。

＜届出内容＞
○ 主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
○ その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
※ 実際の届出様式は別紙６参照

＜届出先＞
○ 主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長
※ 届出のイメージは別紙７参照

改正法による改正後の古物営業法の許可を受けているとみなされた古物商等で
あって、複数の公安委員会から許可を受けていたものは、施行日（全面施行日）から
１年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有す
る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安
委員会に提出しなければならない。（改正法附則第３条第２項（別紙１参照））

別紙４


